
第２２期 第３１回  

佐賀県有明海区漁業調整委員会 

 
 

日 時：令和６年５月２４日（金） 
１０：３０～ 

場 所：佐賀県水産会館「大会議室」 
（佐賀市西与賀町厘外821番地の4） 

 
 

～ 次   第 ～ 

 
 
１ 開    会 
 

２ 議    題 

 
（１） サルボウに係る試験養殖について（協議）・・・・・・・・・・・・・・・・P１～12 

（２）アゲマキの採捕禁止に係る委員会指示（案）について（協議）・・・・・・・P13～15 

（３）ウミタケの採捕禁止に係る委員会指示（案）について（協議）・・・・・・・P16～19 

（４）委員会指示の適用除外について（協議） 

   １ 佐賀市・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P20～25 

２ 鹿島市・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P26～28 

（５）佐賀県の有明海区における漁場計画（案）について（諮問）・・・・・・・ P29～42 

（６）その他 

 

３ 閉    会  
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（案） 

◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第６６号 

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、佐賀

県有明海区におけるアゲマキの採捕について、次のとおり指示する。 

ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会が必要と認めた場合は、この限りで

ない。 

  

 令和６年５月  日 

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   

会 長  西 久 保  敏    

 

１ アゲマキの採捕を禁止する。 

 

２ 指示の期間は、令和６年６月１日から令和７年５月３１日までとする。 
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令和６年度 ウミタケ調査操業実施要領（案） 
 
 

１．調査の目的   有明海の特産種であるウミタケについて、資源を持続的に利用するた

めに調査操業（漁協による調査操業）を行い市場調査を行うことで、

市場における有明海産ウミタケの需要、評価、価格面の把握を行うこ

とを目的とする。 
 
２．調査の方法   ネジ棒及び簡易潜水器を用いてウミタケの採捕を行い、市場に出荷し

市場調査を行う。 
 
３．調査年月日   ネジ棒・簡易潜水器共に６月１７日～６月２３日までのうち、 

最大６日間（荒天時は中止（順延無し）、土曜休漁） 
 

４．調査操業時間  ネジ棒及び簡易潜水器とも調査操業開始から２時間以内 
※簡易潜水器はボンベ２本上限 

 
５．調査操業漁船   ネジ棒・簡易潜水器共に最大５隻 
 
６．調査操業海域   佐賀県有明海区（農林水産大臣管轄漁場は除く） 

（ネジ棒は漁獲実績のある漁場、簡易潜水器は県許可漁業にて昨年許可さ

れた操業範囲内とする） 
 
７．調査操業の条件 

①ネジ棒及び簡易潜水器業者の操業により調査を行う 
※双方リーダー船を選定し調査操業の開始・終了・中止等の指揮にあたる 
※調査操業の従事者は必ずライフジャケットを着用すること 

②調査日毎に別紙の調査操業日誌を記載する（調査操業日誌作成予定） 
③採捕対象生物はウミタケのみとする 
④漁獲量は１日１隻３箱を目途とする 
⑤採捕したウミタケは調査操業実施者が筑後中部魚市場(漁協仕切り)に出荷する 
 

８．調査操業実施者への精算方法 
ネジ棒・簡易潜水器……調査操業における水揚げ金額から必要経費を差し引いた残金を

調査終了後に実施者へ精算する 
※ネジ棒及び簡易潜水器それぞれ各々に精算する 
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（案） 

◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第６７号 

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定により、佐賀

県有明海区におけるウミタケの採捕について、次のとおり指示する。 

ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会がウミタケ資源の保護に支障がない

として特に認めた場合は、この限りでない。 

  

令和６年５月  日 

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会   

会 長  西 久 保  敏  

 

１ ウミタケの採捕を禁止する。 

 

２ 指示の期間は、令和６年６月１日から令和７年５月３１日までとする。 
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佐市環政第１３６号 

令和６年５月２１日 

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会 会長 様 

 

                              申請者  住 所 佐賀市栄町１番１号 

                          氏 名 佐賀市長 坂井 英隆  

 

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第６１号、第６４号及び第６５号の適用除外申請書 

 

 

下記により佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第６１号、第６４号及び第６５号の適用除外を受

けたいので申請します。 

なお、委員会指示第６１号については、令和６年５月３１日までの指示期間となっているものの、

令和６年５月開催予定の佐賀県有明海区漁業調整委員会において、委員会指示の継続に係る協議が

行われると聞いております。 

つきましては、当該委員会指示が継続となった際には、本申請をもって新しい委員会指示の適用

除外申請として取り扱っていただきますようにお願いします。 

 

 

記 

 

１ 目的 

国際的に重要な湿地として、平成２７年５月にラムサール条約湿地に登録された「東よか干潟」

に生息する底生生物の種類、生息数、分布等の現状を調査・把握し、東よか干潟の環境保全及び

利活用の推進を図る。 

 

２ 適用除外の許可を必要とする事項 

佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第６１号、第６４号及び第６５号 

 

３ 使用船舶 

使用船舶なし 
  
４ 採捕しようとする水産動植物の名称及び数量 

底生生物 １０ｋｇ以内 
 

５ 採捕の期間 

承認日から令和６年１０月３１日まで（６月に２日間、９月に２日間程度） 

 

６ 採捕の区域 

東よか干潟（２１８ha）の区域 

別紙「東よか干潟底生生物調査概要書」のとおり 
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７ 使用漁具及び漁法 

・コドラート25cm角の底生生物のふるい採取 

・手網、移植ゴテ及び素手による底生生物の定性採取 

・スコップ及び採泥器による底生生物の定量採取 

別紙「東よか干潟底生生物調査概要書」のとおり 

 

８ 採捕に従事する者の住所及び氏名 

住  所 氏  名 

佐賀市栄町1-1 

佐賀市環境部環境政策課 

福本 武志 

金ヶ江 佑介 

徳山 綾大 

古賀 愛香 

井上 英史 

古川 尋美 

大島 久枝 

中島 妙見 

松尾 美鈴 

甲斐 圭祐 

佐賀市光2-4-14 

佐賀自然史研究会 

副島 和則 

矢川 慎一郎 

佐賀市本庄町1 

佐賀大学 

郡山 益実（教員） 

 

福岡市東区松香台1-10-1 

九州環境管理協会 

望月 佑一 
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別紙 

1 

 

東よか干潟底生生物調査概要書 

 

令和６年５月２１日 

佐賀市環境政策課 

 

１ 調査目的 

国際的に重要な湿地として平成２７年５月にラムサール条約湿地に登録された「東よか干潟」に生

息する底生生物の種類、生息数、分布等の現状を調査・把握し、東よか干潟の環境保全及び利活用の

推進を図ります。 

 

２ 調査時期 

  令和６年６月１日から１０月３１日までの期間で、春期２日、夏期２日の計４日間程度調査を行い

ます。 

※潮汐、天候、現場の状況、関係者との調整等により、調査日が前後する場合があります。その

他、感染症拡大等の影響により、規模の縮小又は中止とする場合があります。 

 

３ 調査方法（使用漁具及び漁法） 

（１）定量採取 

２５cm角のコドラートを用いて、その下の底生生物を底泥とともに採泥器又はスコップで掘り返

し、１mm目のフルイ上に残った底生生物を採取して、ホルマリンで固定後持ち帰ります。 

  

25cm角コドラート        1mm目のフルイ 

         

採泥器 

（外径214㎜、内径200㎜、長さ300㎜程度） 

22



別紙 

2 

 

 

図-1、2 定量採取イメージ 

 

（２）定性採取 

手網、移植ゴテ及び素手による任意採取を行います。採取した生物は、現地同定・測定し、放流

を行います。採取した試料の一部については、ホルマリンで固定した後、保存サンプルとして持ち

帰ります。 

 

  

手網 

（網目0.8cm、口幅50cm、口高30cm、柄の長さ1.2ｍ相当品を使用） 

 

 

 

 

 

 

 

定量採取 
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別紙 

3 

 

４ 調査場所（採捕の区域） 

  調査場所は、赤色の線で囲まれた東よか干潟（２１８ha）の区域とします。 

 

図-3 調査範囲 

 

 

以上 
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漁場計画（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

（令和 6 年９月１日免許） 
 

佐 賀 県 有 明 海 区 
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区 画 漁 業 権 

（ そ の １ ） 
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３ 区画漁業 

(1) 公 示 番 号  別表第１のとおり 

(2) 免許の内容たるべき事項 

ア 漁業の種類   第一種区画漁業 

イ 漁業の名称  別表１のとおり 

ウ 漁業の時期  ９月１日から翌年４月３０日まで 

エ 漁場の位置  別表第１のとおり 

オ 漁場の区域  別表第１のとおり 

   カ 個別漁業権又は団体漁業権の別 別表第１のとおり 

(3) 制限又は条件 別表第１のとおり 

 (4) 免許予定日  令和６年９月１日 

 (5) 申請期間   令和６年６月１７日から令和６年７月１６日まで 

 (6) 関係地区   別表第１のとおり 

 

 

備考 

 存 続 期 間    令和６年９月１日から令和１０年８月３１日まで 
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別表第１

公示番号 漁業の名称 漁場の位置 漁場の区域 関 係 地 区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

制限又は条件 備　　考

有区第1172号 のり養殖業 六角川みお筋 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点
を順次に結んだ直線によって囲まれ
た区域
　点ア　　北緯　　33度10分14秒
　　　　　東経 　130度13分35秒
　点イ　　北緯　　33度10分12秒
　　　　　東経 　130度13分40秒
　点ウ　　北緯　　33度09分50秒
　　　　　東経 　130度13分30秒
　点エ　　北緯　　33度09分52秒
　　　　　東経 　130度13分25秒

杵島郡白石町大
字福富、福富下
分及び八平

団体漁業権 (ｱ)　養殖の方法は、ひび建
て養殖とする。
(ｲ)　養殖小間の大きさは、
横３６メートル以上、縦５
４メートル以上とし、一小
間当たりの施設柵数は、幅
１.５メートル、長さ１８
メートルの網ひび１０柵以
下でなければならない。
(ｳ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1172号
拡大

有区第1173号 のり養殖業 六角川みお筋 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点
を順次に結んだ直線によって囲まれ
た区域
　点ア　　北緯　　33度09分50秒
　　　　　東経 　130度13分20秒
　点イ　　北緯　　33度09分48秒
　　　　　東経 　130度13分31秒
　点ウ　　北緯　　33度09分18秒
　　　　　東経 　130度13分29秒
　点エ　　北緯　　33度09分20秒
　　　　　東経 　130度13分16秒

杵島郡白石町大
字福富、福富下
分及び八平

団体漁業権 (ｱ)　養殖の方法は、ひび建
て養殖とする。
(ｲ)　養殖小間の大きさは、
横３６メートル以上、縦５
４メートル以上とし、一小
間当たりの施設柵数は、幅
１.５メートル、長さ１８
メートルの網ひび１０柵以
下でなければならない。
(ｳ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1173号
拡大

有区第1174号 のり養殖業 国営干拓福富
工区地先

　次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及び
アの各点を順次に結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　点ア　　北緯　　33度09分18秒
　　　　　東経 　130度13分19秒
　点イ　　北緯　　33度09分13秒
　　　　　東経 　130度13分19秒
　点ウ　　北緯　　33度09分13秒
　　　　　東経 　130度13分29秒
　点エ　　北緯　　33度08分56秒
　　　　　東経 　130度13分31秒
　点オ　　北緯　　33度08分55秒
　　　　　東経 　130度13分05秒
　点カ　　北緯　　33度09分11秒
　　　　　東経 　130度13分03秒

杵島郡白石町大
字福富、福富下
分及び八平

団体漁業権 (ｱ)　養殖の方法は、ひび建
て養殖とする。
(ｲ)　養殖小間の大きさは、
横３６メートル以上、縦５
４メートル以上とし、一小
間当たりの施設柵数は、幅
１.５メートル、長さ１８
メートルの網ひび１０柵以
下でなければならない。
(ｳ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1174号
拡大

有区第1191号 のり養殖業 国営干拓福富
工区地先

　次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及び
アの各点を順次に結んだ直線によっ
て囲まれた区域
　点ア　　北緯　　33度08分52秒
　　　　　東経 　130度13分02秒
　点イ　　北緯　　33度08分32秒
　　　　　東経 　130度13分05秒
　点ウ　　北緯　　33度08分31秒
　　　　　東経 　130度12分45秒
　点エ　　北緯　　33度08分43秒
　　　　　東経 　130度12分43秒
　点オ　　北緯　　33度08分44秒
　　　　　東経 　130度12分45秒
　点カ　　北緯　　33度08分50秒
　　　　　東経 　130度12分44秒

杵島郡白石町大
字福富、福富下
分及び八平

団体漁業権 (ｱ)　養殖の方法は、ひび建
て養殖とする。
(ｲ)　養殖小間の大きさは、
横３６メートル以上、縦５
４メートル以上とし、一小
間当たりの施設柵数は、幅
１.５メートル、長さ１８
メートルの網ひび１０柵以
下でなければならない。
(ｳ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1191号
縮小

有区第1192号 のり養殖業 国営干拓福富
工区地先

　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点
を順次に結んだ直線によって囲まれ
た区域
　点ア　　北緯　　33度08分27秒
　　　　　東経 　130度13分05秒
　点イ　　北緯　　33度08分08秒
　　　　　東経 　130度13分07秒
　点ウ　　北緯　　33度08分06秒
　　　　　東経 　130度12分48秒
　点エ　　北緯　　33度08分25秒
　　　　　東経 　130度12分45秒

杵島郡白石町大
字福富、福富下
分及び八平

団体漁業権 (ｱ)　養殖の方法は、ひび建
て養殖とする。
(ｲ)　養殖小間の大きさは、
横３６メートル以上、縦５
４メートル以上とし、一小
間当たりの施設柵数は、幅
１.５メートル、長さ１８
メートルの網ひび１０柵以
下でなければならない。
(ｳ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1192号
縮小

有区第1194号 のり養殖業
二枚貝養殖業

国営干拓福富
工区地先

　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点
を順次に結んだ直線によって囲まれ
た区域
　点ア　　北緯　　33度08分04秒
　　　　　東経 　130度12分54秒
　点イ　　北緯　　33度07分43秒
　　　　　東経 　130度12分56秒
　点ウ　　北緯　　33度07分42秒
　　　　　東経 　130度12分45秒
　点エ　　北緯　　33度08分03秒
　　　　　東経 　130度12分43秒

佐賀市久保田町 団体漁業権 (ｱ)　のり養殖の方法は、ひ
び建て養殖とする。
(ｲ)  二枚貝養殖の方法は、
垂下式養殖とする。
(ｳ)　養殖小間の大きさは、
横３６メートル以上、縦５
４メートル以上とし、一小
間当たりの施設柵数は、幅
１.５メートル、長さ１８
メートルの網ひび１０柵以
下でなければならない。
(ｴ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1194号
魚種追加

有区第1195号 のり養殖業
二枚貝養殖業

国営干拓福富
工区地先

　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点
を順次に結んだ直線によって囲まれ
た区域
　点ア　　北緯　　33度07分37秒
　　　　　東経 　130度12分57秒
　点イ　　北緯　　33度07分14秒
　　　　　東経 　130度12分59秒
　点ウ　　北緯　　33度07分13秒
　　　　　東経 　130度12分49秒
　点エ　　北緯　　33度07分36秒
　　　　　東経 　130度12分46秒

佐賀市久保田町 団体漁業権 (ｱ)　のり養殖の方法は、ひ
び建て養殖とする。
(ｲ)  二枚貝養殖の方法は、
垂下式養殖とする。
(ｳ)　養殖小間の大きさは、
横３６メートル以上、縦５
４メートル以上とし、一小
間当たりの施設柵数は、幅
１.５メートル、長さ１８
メートルの網ひび１０柵以
下でなければならない。
(ｴ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1195号
魚種追加
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別表第１

公示番号 漁業の名称 漁場の位置 漁場の区域 関 係 地 区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

制限又は条件 備　　考

有区第1203号 のり養殖業
二枚貝養殖業

国営干拓福富
工区地先

　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点
を順次に結んだ直線によって囲まれ
た区域
　点ア　　北緯　　33度08分03秒
　　　　　東経 　130度12分39秒
　点イ　　北緯　　33度07分42秒
　　　　　東経 　130度12分42秒
　点ウ　　北緯　　33度07分41秒
　　　　　東経 　130度12分35秒
　点エ　　北緯　　33度08分02秒
　　　　　東経 　130度12分32秒

佐賀市久保田町 団体漁業権 (ｱ)　のり養殖の方法は、ひ
び建て養殖とする。
(ｲ)  二枚貝養殖の方法は、
垂下式養殖とする。
(ｳ)　養殖小間の大きさは、
横３６メートル以上、縦５
４メートル以上とし、一小
間当たりの施設柵数は、幅
１.５メートル、長さ１８
メートルの網ひび１０柵以
下でなければならない。
(ｴ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1203号
魚種追加

有区第1204号 のり養殖業
二枚貝養殖業

国営干拓福富
工区地先

　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点
を順次に結んだ直線によって囲まれ
た区域
　点ア　　北緯　　33度07分36秒
　　　　　東経 　130度12分43秒
　点イ　　北緯　　33度07分13秒
　　　　　東経 　130度12分46秒
　点ウ　　北緯　　33度07分13秒
　　　　　東経 　130度12分39秒
　点エ　　北緯　　33度07分35秒
　　　　　東経 　130度12分36秒

佐賀市久保田町 団体漁業権 (ｱ)　のり養殖の方法は、ひ
び建て養殖とする。
(ｲ)  二枚貝養殖の方法は、
垂下式養殖とする。
(ｳ)　養殖小間の大きさは、
横３６メートル以上、縦５
４メートル以上とし、一小
間当たりの施設柵数は、幅
１.５メートル、長さ１８
メートルの網ひび１０柵以
下でなければならない。
(ｴ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1204号
魚種追加

有区第1213号 のり養殖業
二枚貝養殖業

国営干拓有明
工区地先

　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点
を順次に結んだ直線によって囲まれ
た区域
　点ア　　北緯　　33度07分34秒
　　　　　東経 　130度12分16秒
　点イ　　北緯　　33度06分44秒
　　　　　東経 　130度12分41秒
　点ウ　　北緯　　33度06分36秒
　　　　　東経 　130度12分19秒
　点エ　　北緯　　33度07分26秒
　　　　　東経 　130度11分55秒

杵島郡白石町大
字築切、遠江、
福吉字福吉、福
田字福田南及び
横手字只江及び
新拓

団体漁業権 (ｱ)　のり養殖の方法は、ひ
び建て養殖とする。
(ｲ)  二枚貝養殖の方法は、
垂下式養殖とする。
(ｳ)　施設柵数は、3,740柵
以下でなければならない。
(ｴ)　養殖小間の一小間当た
りの施設柵数は、幅１.５
メートル、長さ１８メート
ルの網ひび１０柵以下でな
ければならない。
(ｵ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1213号
魚種追加

有区第1234号 のり養殖業
二枚貝養殖業

国営干拓有明
工区地先

　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点
を順次に結んだ直線によって囲まれ
た区域
　点ア　　北緯　　33度06分31秒
　　　　　東経 　130度10分24秒
　点イ　　北緯　　33度06分11秒
　　　　　東経 　130度11分09秒
　点ウ　　北緯　　33度06分06秒
　　　　　東経 　130度10分58秒
　点エ　　北緯　　33度06分23秒
　　　　　東経 　130度10分19秒

杵島郡白石町大
字深浦

団体漁業権 (ｱ)　のり養殖の方法は、ひ
び建て養殖とする。
(ｲ)  二枚貝養殖の方法は、
垂下式養殖とする。
(ｳ)　施設柵数は、1,300柵
以下でなければならない。
(ｴ)　養殖小間の一小間当た
りの施設柵数は、幅１.５
メートル、長さ１８メート
ルの網ひび１０柵以下でな
ければならない。
(ｵ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1234号
魚種追加

有区第1246号 のり養殖業
二枚貝養殖業

塩田川と浜川
の中間洲

　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点
を順次に結んだ直線によって囲まれ
た区域
　点ア　　北緯　　33度05分17秒
　　　　　東経 　130度10分41秒
　点イ　　北緯　　33度04分46秒
　　　　　東経 　130度11分32秒
　点ウ　　北緯　　33度04分28秒
　　　　　東経 　130度11分14秒
　点エ　　北緯　　33度05分04秒
　　　　　東経 　130度10分27秒

鹿島市浜町 団体漁業権 (ｱ)　のり養殖の方法は、ひ
び建て養殖とする。
(ｲ)  二枚貝養殖の方法は、
垂下式養殖とする。
(ｳ)　施設柵数は、3,713柵
以下でなければならない。
(ｴ)　養殖小間の一小間当た
りの施設柵数は、幅１.５
メートル、長さ１８メート
ルの網ひび１０柵以下でな
ければならない。
(ｵ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1246号
移動
魚種追加

有区第1249号 のり養殖業
二枚貝養殖業

浜川みお筋 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点
を順次に結んだ直線によって囲まれ
た区域
　点ア　　北緯　　33度05分03秒
　　　　　東経 　130度10分25秒
　点イ　　北緯　　33度04分27秒
　　　　　東経 　130度11分12秒
　点ウ　　北緯　　33度04分11秒
　　　　　東経 　130度10分55秒
　点エ　　北緯　　33度04分48秒
　　　　　東経 　130度10分10秒

鹿島市浜町 団体漁業権 (ｱ)　のり養殖の方法は、ひ
び建て養殖とする。
(ｲ)  二枚貝養殖の方法は、
垂下式養殖とする。
(ｳ)　施設柵数は、3,700柵
以下でなければならない。
(ｴ)　養殖小間の一小間当た
りの施設柵数は、幅１.５
メートル、長さ１８メート
ルの網ひび１０柵以下でな
ければならない。
(ｵ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1249号
移動
魚種追加
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別表第１

公示番号 漁業の名称 漁場の位置 漁場の区域 関 係 地 区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

制限又は条件 備　　考

有区第1250号 のり養殖業 浜川みお筋 　次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、
キ、ク、ケ、コ及びアの各点を順次
に結んだ直線によって囲まれた区域
　点ア　　北緯　　33度05分28秒
　　　　　東経 　130度09分13秒
　点イ　　北緯　　33度05分04秒
　　　　　東経 　130度09分42秒
　点ウ　　北緯　　33度04分53秒
　　　　　東経 　130度09分30秒
　点エ　　北緯　　33度05分06秒
　　　　　東経 　130度09分14秒
　点オ　　北緯　　33度05分07秒
　　　　　東経 　130度09分16秒
　点カ　　北緯　　33度05分12秒
　　　　　東経 　130度09分11秒
　点キ　　北緯　　33度05分15秒
　　　　　東経 　130度09分14秒
　点ク　　北緯　　33度05分18秒
　　　　　東経 　130度09分09秒
　点ケ　　北緯　　33度05分20秒
　　　　　東経 　130度09分11秒
　点コ　　北緯　　33度05分23秒
　　　　　東経 　130度09分10秒

鹿島市大字音成
及び飯田

団体漁業権 (ｱ)　養殖の方法は、ひび建
て養殖とする。
(ｲ)　施設柵数は、1,530柵
以下でなければならない。
(ｳ)　養殖小間の一小間当た
りの施設柵数は、幅１.５
メートル、長さ１８メート
ルの網ひび１０柵以下でな
ければならない。
(ｴ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1250号
拡大

有区第1251号 のり養殖業
二枚貝養殖業

浜川みお筋 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点
を順次に結んだ直線によって囲まれ
た区域
　点ア　　北緯　　33度05分02秒
　　　　　東経 　130度09分45秒
　点イ　　北緯　　33度04分45秒
　　　　　東経 　130度10分07秒
　点ウ　　北緯　　33度04分34秒
　　　　　東経 　130度09分55秒
　点エ　　北緯　　33度04分51秒
　　　　　東経 　130度09分33秒

鹿島市大字音成
及び飯田

団体漁業権 (ｱ)　のり養殖の方法は、ひ
び建て養殖とする。
(ｲ)  二枚貝養殖の方法は、
垂下式養殖とする。
(ｳ)　のり養殖の施設柵数
は、1,300柵以下でなければ
ならない。
(ｴ)　のり養殖小間の一小間
当たりの施設柵数は、幅１.
５メートル、長さ１８メー
トルの網ひび１０柵以下で
なければならない。
(ｵ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1251号
魚種追加

有区第1252号 のり養殖業 浜川みお筋 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点
を順次に結んだ直線によって囲まれ
た区域
　点ア　　北緯　　33度04分41秒
　　　　　東経 　130度10分11秒
　点イ　　北緯　　33度04分20秒
　　　　　東経 　130度10分37秒
　点ウ　　北緯　　33度04分10秒
　　　　　東経 　130度10分25秒
　点エ　　北緯　　33度04分30秒
　　　　　東経 　130度09分59秒

鹿島市大字音成
及び飯田

団体漁業権 (ｱ)　養殖の方法は、ひび建
て養殖とする。
(ｲ)　施設柵数は、1,820柵
以下でなければならない。
(ｳ)　養殖小間の一小間当た
りの施設柵数は、幅１.５
メートル、長さ１８メート
ルの網ひび１０柵以下でな
ければならない。
(ｴ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1252号
拡大

有区第1254号 のり養殖業 浜川尻 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点
を順次に結んだ直線によって囲まれ
た区域
　点ア　　北緯　　33度03分45秒
　　　　　東経 　130度11分05秒
　点イ　　北緯　　33度03分40秒
　　　　　東経 　130度11分12秒
　点ウ　　北緯　　33度03分35秒
　　　　　東経 　130度11分08秒
　点エ　　北緯　　33度03分41秒
　　　　　東経 　130度11分01秒

鹿島市大字音成
及び飯田

団体漁業権 (ｱ)　養殖の方法は、ひび建
て養殖とする。
(ｲ)　施設柵数は、240柵以
下でなければならない。
(ｳ)　養殖小間の一小間当た
りの施設柵数は、幅１.５
メートル、長さ１８メート
ルの網ひび１０柵以下でな
ければならない。
(ｴ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1254号
縮小

有区第1255号 のり養殖業 七浦地先 　次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、
キ、ク及びアの各点を順次に結んだ
直線によって囲まれた区域
　点ア　　北緯　　33度04分50秒
　　　　　東経 　130度09分32秒
　点イ　　北緯　　33度04分32秒
　　　　　東経 　130度09分53秒
　点ウ　　北緯　　33度04分21秒
　　　　　東経 　130度09分41秒
　点エ　　北緯　　33度04分33秒
　　　　　東経 　130度09分26秒
　点オ　　北緯　　33度04分34秒
　　　　　東経 　130度09分27秒
　点カ　　北緯　　33度04分37秒
　　　　　東経 　130度09分25秒
　点キ　　北緯　　33度04分40秒
　　　　　東経 　130度09分28秒
　点ク　　北緯　　33度04分43秒
　　　　　東経 　130度09分24秒

鹿島市大字音成
及び飯田

団体漁業権 (ｱ)　養殖の方法は、ひび建
て養殖とする。
(ｲ)　施設柵数は、1,050柵
以下でなければならない。
(ｳ)　養殖小間の一小間当た
りの施設柵数は、幅１.５
メートル、長さ１８メート
ルの網ひび１０柵以下でな
ければならない。
(ｴ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1255号
拡大

有区第1256号 のり養殖業 七浦地先 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点
を順次に結んだ直線によって囲まれ
た区域
　点ア　　北緯　　33度04分32秒
　　　　　東経 　130度09分53秒
　点イ　　北緯　　33度04分08秒
　　　　　東経 　130度10分23秒
　点ウ　　北緯　　33度03分57秒
　　　　　東経 　130度10分11秒
　点エ　　北緯　　33度04分17秒
　　　　　東経 　130度09分45秒

鹿島市大字音成
及び飯田

団体漁業権 (ｱ)　養殖の方法は、ひび建
て養殖とする。
(ｲ)　施設柵数は、1,820柵
以下でなければならない。
(ｳ)　養殖小間の一小間当た
りの施設柵数は、幅１.５
メートル、長さ１８メート
ルの網ひび１０柵以下でな
ければならない。
(ｴ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1256号
拡大

有区第1258号 のり養殖業 箱崎地先 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点
を順次に結んだ直線によって囲まれ
た区域
　点ア　　北緯　　33度03分39秒
　　　　　東経 　130度10分59秒
　点イ　　北緯　　33度03分31秒
　　　　　東経 　130度11分10秒
　点ウ　　北緯　　33度03分20秒
　　　　　東経 　130度10分58秒
　点エ　　北緯　　33度03分28秒
　　　　　東経 　130度10分47秒

鹿島市大字音成
及び飯田

団体漁業権 (ｱ)　養殖の方法は、ひび建
て養殖とする。
(ｲ)　施設柵数は、800柵以
下でなければならない。
(ｳ)　養殖小間の一小間当た
りの施設柵数は、幅１.５
メートル、長さ１８メート
ルの網ひび１０柵以下でな
ければならない。
(ｴ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1258号
縮小
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別表第１

公示番号 漁業の名称 漁場の位置 漁場の区域 関 係 地 区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

制限又は条件 備　　考

有区第1259号 のり養殖業 七浦地先 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点
を順次に結んだ直線によって囲まれ
た区域
　点ア　　北緯　　33度04分14秒
　　　　　東経 　130度09分46秒
　点イ　　北緯　　33度03分56秒
　　　　　東経 　130度10分09秒
　点ウ　　北緯　　33度03分46秒
　　　　　東経 　130度09分59秒
　点エ　　北緯　　33度04分05秒
　　　　　東経 　130度09分35秒

鹿島市大字音成
及び飯田

団体漁業権 (ｱ)　養殖の方法は、ひび建
て養殖とする。
(ｲ)　施設柵数は、1,220柵
以下でなければならない。
(ｳ)　養殖小間の一小間当た
りの施設柵数は、幅１.５
メートル、長さ１８メート
ルの網ひび１０柵以下でな
ければならない。
(ｴ)　毎年４月３０日までに
養殖施設を除去しなければ
ならない。

旧有区第1259号
拡大
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５ 区画漁業（その２） 

(1) 公示番号    別表第２のとおり 

(2) 免許の内容たるべき事項 

ア 漁業の種類  第一種区画漁業 

イ 漁業の名称  かきひび建て養殖業 

ウ 漁業の時期  １月１日から１２月３１日まで 

エ 漁場の位置  別表第２のとおり 

オ 漁場の区域  別表第２のとおり 

   カ 個別漁業権又は団体漁業権の別 別表第２のとおり 

(3) 制限又は条件 別表第２のとおり 

 (4) 免許予定日  令和６年９月１日 

 (5) 申請期間   令和６年６月１７日から令和６年７月１６日まで 

 (6) 関係地区   別表第２のとおり 

備考 

 存 続 期 間  令和６年９月１日から令和１０年８月３１日まで 
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別表第２

公示番号 漁業の名称 漁場の位置 漁　場　の　区　域 関 係 地 区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

有区第2015号 かきひび建
て養殖業

本庄川みお筋 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に
結んだ直線によって囲まれた区域
　点ア　　北緯　　33度10分58秒
　　　　　東経 　130度14分17秒
　点イ　　北緯　　33度10分55秒
　　　　　東経 　130度14分22秒
　点ウ　　北緯　　33度10分49秒
　　　　　東経 　130度14分21秒
　点エ　　北緯　　33度10分50秒
　　　　　東経 　130度14分16秒

佐賀市久保田町 団体漁業権 新規漁業権
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区
画
漁
業
権
漁
業
漁
場
計
画
（
案
）
漁
場
図

・
11

91
号
、

11
92
号
か
ら

72
小
間
減

・
11

72
号
、

11
73
号
、

11
74
号
へ

72
小
間
増

二
枚
貝
養
殖
業
の
追
加

（
複
合
養
殖
）

・
第
三
種
区
画
漁
業
権

あ
げ
ま
き
消
滅

・
第
一
種
区
画
漁
業
権

か
き
ひ
び
立
て
漁
場
設
定

二
枚
貝
養
殖
業
の
追
加

（
複
合
養
殖
）
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区
画
漁
業
権
漁
業
漁
場
計
画
（
案
）
漁
場
図

・
12

54
号
、

12
58
号
か
ら

12
4小

間
減

・
12

50
号
、

12
52
号
、

12
55
号
、

12
56
号
、

12
59
号
へ

12
4小

間
増

12
46
号
、

12
49
号

・
区
画
の
場
所
移
動

・
二
枚
貝
養
殖
を
追
加

・
12

51
号
に
二
枚
貝
養
殖
を
追
加

鹿
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